
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
・
財
務
省
令
第
一
号

食
品
表
示
法
第
六
条
第
三
項
の
内
閣
府
令
・
財
務

省
令
で
定
め
る
表
示
事
項
及
び
遵
守
事
項
等
を
定

め
る
命
令

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六

条
第
三
項
及
び
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並

び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
食
品
表
示
法
第
六
条
第
三

項
の
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
表
示
事
項
及
び
遵

守
事
項
等
を
定
め
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
財
務
大
臣
が
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
表
示
事

項
及
び
遵
守
事
項
）

第
一
条
　
食
品
表
示
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六

条
第
三
項
の
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
表
示
事

項
は
、
食
品
表
示
基
準
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
令
第

十
号
）
に
定
め
ら
れ
た
表
示
事
項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一
　
名
称
（
一
般
用
加
工
食
品
（
食
品
表
示
基
準
第
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
用
加
工
食
品
を
い
う
。

第
九
号
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て

は
こ
れ
を
製
造
し
、
又
は
加
工
し
た
場
所
で
販
売
す

る
場
合
及
び
不
特
定
又
は
多
数
の
者
に
対
す
る
販
売

以
外
の
譲
渡
を
す
る
場
合
に
限
り
、
業
務
用
加
工
食

品
（
食
品
表
示
基
準
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定

す
る
業
務
用
加
工
食
品
を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
こ

れ
を
容
器
包
装
（
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る

容
器
包
装
を
い
う
。
）
に
入
れ
、
か
つ
、
設
備
を
設

け
て
飲
食
さ
せ
る
施
設
に
お
け
る
飲
食
の
用
に
供
す

る
場
合
、
食
品
を
製
造
し
、
又
は
加
工
し
た
場
所
に

お
け
る
販
売
の
用
に
供
す
る
場
合
及
び
不
特
定
又
は

多
数
の
者
に
対
す
る
販
売
以
外
の
譲
渡
の
用
に
供
す

る
場
合
に
限
る
。
）

二
　
保
存
の
方
法

三
　
消
費
期
限
又
は
賞
味
期
限

四
　
添
加
物

五
　
栄
養
成
分
（
た
ん
ぱ
く
質
、
脂
質
、
炭
水
化
物
及

び
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
限
る
。
）
の
量
及
び
熱
量

六
　
製
造
所
又
は
加
工
所
の
所
在
地
（
輸
入
品
に
あ
っ

て
は
輸
入
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
、
乳
に
あ
っ
て

は
乳
処
理
場
（
特
別
牛
乳
に
あ
っ
て
は
特
別
牛
乳
搾

取
処
理
場
）
の
所
在
地
）
及
び
製
造
者
又
は
加
工
者

の
氏
名
又
は
名
称
（
輸
入
品
に
あ
っ
て
は
輸
入
業
者

の
氏
名
又
は
名
称
、
乳
に
あ
っ
て
は
乳
処
理
業
者

（
特
別
牛
乳
に
あ
っ
て
は
特
別
牛
乳
搾
取
処
理
業
者
）

の
氏
名
又
は
名
称
）

七
　
Ｌ―

フ
ェ
ニ
ル
ア
ラ
ニ
ン
化
合
物
を
含
む
旨

八
　
指
定
成
分
等
含
有
食
品
（
食
品
衛
生
法
第
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
成
分
等
含
有
食
品
を
い
う
。
）

に
関
す
る
事
項

九
　
特
定
保
健
用
食
品
（
健
康
増
進
法
に
規
定
す
る
特

別
用
途
表
示
の
許
可
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成

二
十
一
年
内
閣
府
令
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項

第
五
号
に
規
定
す
る
食
品
（
容
器
包
装
に
入
れ
ら
れ

た
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
（
食

品
を
製
造
し
、
若
し
く
は
加
工
し
た
場
所
で
販
売
す

る
場
合
又
は
不
特
定
若
し
く
は
多
数
の
者
に
対
す
る

販
売
以
外
の
譲
渡
を
す
る
場
合
に
お
け
る
内
容
量
又

は
固
形
量
及
び
内
容
総
量
並
び
に
食
品
関
連
事
業
者

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
含
む
。
）

十
　
遺
伝
子
組
換
え
食
品
に
関
す
る
事
項
（
一
般
用
加

工
食
品
に
あ
っ
て
は
こ
れ
を
製
造
し
、
又
は
加
工
し

た
場
所
で
販
売
す
る
場
合
及
び
不
特
定
又
は
多
数
の

者
に
対
す
る
販
売
以
外
の
譲
渡
を
す
る
場
合
に
限

る
。
）

２
　
法
第
六
条
第
三
項
の
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め

る
遵
守
事
項
は
、
食
品
表
示
基
準
に
定
め
ら
れ
た
遵
守

事
項
の
う
ち
前
項
各
号
に
掲
げ
る
表
示
事
項
並
び
に
栄

養
成
分
の
量
及
び
熱
量
（
一
般
用
加
工
食
品
に
あ
っ
て

は
、
た
ん
ぱ
く
質
、
脂
質
、
炭
水
化
物
及
び
ナ
ト
リ
ウ

ム
の
量
並
び
に
熱
量
を
除
く
。
）
を
表
示
す
る
際
に
食

品
関
連
事
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
と
す
る
。

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
二
条
　
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を

す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記

様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
消
費
者
庁
長
官
又
は
財
務
大
臣
に
対
す
る
申
出
の
手

続
）

第
三
条
　
法
第
十
二
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
・
財
務
省
令

で
定
め
る
手
続
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文

書
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
出
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
申
出
に
係
る
酒
類
の
品
目

三
　
申
出
の
理
由

四
　
申
出
に
係
る
酒
類
に
係
る
食
品
関
連
事
業
者
等
の

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五
　
申
出
に
係
る
酒
類
の
申
出
時
に
お
け
る
所
在
場
所

及
び
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称

附
　
則

こ
の
命
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
内
閣
府
・
財

務
省
令
第
四
号
）

こ
の
命
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
二
七
日
内
閣
府
・
財

務
省
令
第
二
号
）

こ
の
命
令
は
、
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
別
記
様
式
の
改
正
規
定
は
、
食
品
表

示
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三

年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
記
様
式
（
第
二
条
関
係
）

・三 
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